
（H.28.3.31） 

議員報酬条例の提案者について 

 

都市名 
提案者（提案する場合の扱い） 

備 考 
議員提案 市長提案 

大阪府 〇   

札幌市  〇  

仙台市  〇  

さいたま市  〇  

千葉市 〇   

横浜市  〇 

※議員の期末手当支給月数の

改正の際は、職員の給与条例に

準ずる規定となっているため、

議員報酬条例自体は改正を必

要としない。 

川崎市 〇   

相模原市 〇   

新潟市  〇  

静岡市  〇  

浜松市  〇  

名古屋市  〇  

京都市  〇  

大阪市 〇   

神戸市 〇   

岡山市  〇  

広島市  〇  

北九州市  〇  

福岡市 〇   

熊本市  〇  

 


